
 公共的施設市産材利用支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和５年３月２９日 

大分市長職務代理者 

大分副市長 久 渡 晃 

 

   公共的施設市産材利用支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の公共的施設整備等について大分市産材（市内の森林から

産出された原木を加工した木材又は県内の森林から産出された原木を市内の加工業

者が加工した木材をいう。以下同じ。）の積極的な利用を促進するために交付する

公共的施設市産材利用支援事業補助金（以下「補助金」という。）に関し、大分市

補助金等交付規則（昭和４９年大分市規則第５６号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金

の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額等は、別

表第１に定めるとおりとする。 

２ 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う者とする。 



２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。 

 ⑴ 市税を滞納している者 

 ⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に

規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、公共的

施設市産材利用支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、補助対象事業の区分

に応じ別表第２に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、補助金の交付を決定し、公共的施設市産材利用支援事業補助

金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。この場合に

おいて、市長は、必要な条件を付すことができる。 

 （補助金の変更申請） 

第６条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共的施設市産材利用支援事業

変更承認申請書（様式第３号）に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受け

なければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めたものについては、こ

の限りでない。 

 ⑴ 補助金の交付の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に要する予算



を変更しようとするとき。 

 ⑵ 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その変更を

承認したときは、公共的施設市産材利用支援事業変更承認通知書（様式第４号）に

より、当該申請を行った補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が定める日までに公共的施

設市産材利用支援事業実績報告書（様式第５号）に、補助事業の区分に応じ別表第

３に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めたときは、補助金の額を確定し、公共的施設市産材利用支援事業補助金

額確定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、公共的施設市産材

利用支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し

の部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求

めるものとする。 



 ⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

 ⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑶ 法令、規則又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。 

 ⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

補助対象事業 事業内容 補助対象経費 補助金の額 

木造化（※１） 

（新築） 

次に掲げる条件を全て満たす

公共的施設（※３）の整備 

 
⑴ 市内の施設であること。 

⑵ 市内に住所若しくは事務

所若しくは事業所の所在地

を有する業者又は補助事業

者が施工すること。 

⑶ 大分市産材を利用したこ

とが分かる表示を行うこと。 

公共的施設の木造化に

要する経費（構造部分

（※４）に係る経費に

限る。） 

木造化に係る大分市産

材の利用量が１５㎥未

満の場合は３００，０

００円、１５㎥以上の

場合は６００，０００

円とする。 

木質化（※２） 

（新築・改築） 

公共的施設の木質化に

要する経費 

補助対象経費の額と

し、木質化に係る内装

（床、壁、天井等）の

面積が１００㎡未満の

場合は１５０，０００

円を、１００㎡以上の

場合は４００，０００

円を限度とする。 

木製品の整備 市内の公共的施設内における

次に掲げる条件を全て満たす

木製品の整備 

 
⑴ 大分市産材を利用した木

製品であること。 

⑵ 市内に住所若しくは事務

所若しくは事業所の所在地

を有する業者又は補助事業

者が施工すること。 

⑶ 大分市産材を利用したこ

とが分かる表示を行うこと。 

大分市産材を利用した

木製品の整備に要する

経費 

補助対象経費の額に２

分の１を乗じて得た額

（１円未満の端数があ

るときは、これを切り

捨てた額）とし、２０

０，０００円を限度と

する。 

※１ 「木造化」とは、構造部分に大分市産材を８㎥以上利用することをいう。 

※２ 「木質化」とは、床、壁、天井等の内装３０㎡以上に大分市産材を利用することをいう。 

※３ 「公共的施設」とは、教育施設、社会福祉施設、医療施設及びショッピングセンター、飲食施

設等の商業施設等をいう。 

※４ 「構造部分」とは、土台、柱、梁、桁、間柱、筋交い、棟木、母屋、垂木、小屋梁、小屋束、

大引、根太、胴差し、土台火打及び火打梁をいう。 

 

別表第２（第４条関係） 

補助対象事業 添付書類 

木造化及び木質化 １ 事業計画書 

２ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項若しくは同法

第６条の２第１項に規定する確認済証又は同法第１５条第１項の規定に

よる届出（以下「届出」という。）をしたことを証する書類の写し（こ

れらの規定による確認又は届出が必要である場合に限る。） 

３ 着工前の写真 

４ 大分市産材利用内訳書 

５ 見積書 

６ 位置図、平面図及び立面図 

７ 誓約書 

８ 市税完納証明書又は市税の納付状況に係る情報の照会に関する同意書 



９ その他市長が必要と認める書類 

※木造化の場合は、５の添付を要しない。 

※木質化の場合は、２の添付を要しない。 

木製品の整備 １ 事業計画書及び収支予算書 

２ 大分市産材利用内訳書 

３ 見積書 

４ 木製品の仕様が分かるもの 

５ 誓約書 

６ 市税完納証明書又は市税の納付状況に係る情報の照会に関する同意書 

７ その他市長が必要と認める書類 

 

別表第３（第７条関係） 

補助事業 添付書類 

木造化及び木質化 １ 収支決算書 

２ 大分市産材利用内訳書 

３ 大分市産材出荷証明書 

４ 事業の完了が確認できる写真 

５ 大分市産材利用完了証明書 

６ その他市長が必要と認める書類 

木製品の整備 １ 収支決算書 

２ 大分市産材利用内訳書 

３ 大分市産材出荷証明書 

４ 事業の完了が確認できる写真 

５ 請求書又は領収書の写し 

６ その他市長が必要と認める書類 

 

 



様式第１号（第４条関係）  

年  月  日 

 

公共的施設市産材利用支援事業補助金交付申請書  

 

 

 大分市長             殿 

                   申請者            

                     住所           

                     氏名             

                     電話番号        

                     法人その他の団体にあっては、その名称及び

所在地並びに代表者及び担当者の氏名 

 

公共的施設市産材利用支援事業補助金交付要綱第４条の規定により、次のとおり補

助金の交付を申請します。 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額        円 

２ 補助対象経費                 円 

３ 補助対象事業の目的及び内容 

４ 添付書類 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

公共的施設市産材利用支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

 

 

         殿 

                     大分市長           印 

  

   年  月  日付けで申請のあった公共的施設市産材利用支援事業補助金につ

いては、次のとおり交付することに決定したので、公共的施設市産材利用支援事業補

助金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

 

１ 補助金の交付決定額             円 

２ 補助の条件 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 年  月  日 

 

公共的施設市産材利用支援事業変更承認申請書 

 

  

大分市長             殿 

                 補助事業者            

                     住所           

                     氏名              

                     電話番号       

                     法人その他の団体にあっては、その名称及び

所在地並びに代表者及び担当者の氏名 

 

年  月  日付け  第    号で交付の決定のあった公共的施設市産材

利用支援事業について次のとおり変更したいので、公共的施設市産材利用支援事業補

助金交付要綱第６条第１項の規定により、申請します。 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額   変更前         円 

                      変更後         円 

  ２ 補助対象経費            変更前         円 

                      変更後         円 

  ３ 変更の理由 

 

  ４ 添付書類 

 



様式第４号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

公共的施設市産材利用支援事業変更承認通知書 

 

 

 

           殿 

                     大分市長           印 

 

年  月  日付けで申請のあった公共的施設市産材利用支援事業補助金に

係る変更については、次のとおり承認したので、公共的施設市産材利用支援事業補助

金交付要綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

  １ 変更後の補助金の交付決定額          円 

 

  ２ 補助の条件 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 年  月  日 

公共的施設市産材利用支援事業実績報告書 

 

 

大分市長        殿 

 

                 補助事業者         

                     住所           

                     氏名              

                     電話番号       

法人その他の団体にあっては、その名称及び

所在地並びに代表者及び担当者の氏名 

 

公共的施設市産材利用支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり報

告します。 

 

１ 補助金の交付決定年月日        年  月  日 

     決定番号                  第     号 

２ 補助金の交付決定額            円 

３ 事業完了年月日 

４ 添付書類  

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

公共的施設市産材利用支援事業補助金額確定通知書 

 

 

           殿 

                     大分市長           印 

 

年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとおり補

助金の額を確定したので公共的施設市産材利用支援事業補助金交付要綱第８条の規定

により通知します。 

 

１ 補助金の交付決定年月日        年  月  日 

       決定番号                 第     号 

２ 補助金の交付確定額            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係） 

年  月  日 

公共的施設市産材利用支援事業補助金交付請求書 

 

 

大分市長          殿 

                 補助事業者        

                     住所           

                     氏名             

                     電話番号 

法人その他の団体にあっては、その名称及び

所在地並びに代表者及び担当者の氏名 

 

年  月  日付け  第    号で交付の決定のあった公共的施設市産材

利用支援事業補助金について、公共的施設市産材利用支援事業補助金交付要綱第９条

の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

１ 補助金交付請求額           円 

２ 振込先 

金融機関名  

支 店 名  

種  類 普通     当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

 


